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＜審議内容＞ 

飯岡会長：これから会議を始めさせていただくのですけれども、会議に入る前に、

市政運営の透明性ということがありまして、それに関するつくば市の附属機関

の会議及び懇談会等の公開に関する条例というのがありまして、それによりま

して、つくば市今回のこの会議が要綱の第５条第２項に基づいて会議を公開と

いうことになっていますことをお伝えさせていただきます。 

  また、皆さんのところに配ってありますように、当日資料の新しい会議様式と

いうのを配ってあると思うのですけれども、会議時間をなるべく短くして内容

の濃い会議にしたいと思いますので、会議の運営に皆さんの御協力をお願いし

たいと思います。 

  それでは、これから協議事項に入りたいと思います。 

  協議事項の１の第８期つくば市高齢者福祉計画アンケートの結果についてと

いうことで、事務局のほうより説明をよろしくお願いします。 

事務局：配布資料に基づき説明。資料１資料２説明 

飯岡会長：ありがとうございます。ただいま事務局のほうから、つくば市の高 

齢者福祉計画策定のためのアンケート調査結果についてということで説明が 

ありましたけれども、委員の方、何か御質問あるいは御意見等がありましたらお

伺いしたいですが、どなたかございませんでしょうか。 

  今日、僕、読売新聞のほうで、このＡＣＰとかいろいろあって、３人の先生方

が一面に載っていました。それをちらっと見てきたのですけれども、日本では、

やっぱりＡＣＰとかそういうものに関しては、まだ年月が浅いと。諸外国では、

もう約半世紀、それについて、いろいろな患者さんとか、家族とか周りとか、本

当にいろいろな協議をやって、いろいろな壁にぶつかりながら進展して、やっと

ここまでたどり着いたというのが現状みたいです。 

  そうはいっても、超高齢化は、日本は世界で一番進むのが早いので、先進諸国

でやったことを踏み台にして、最良の方法をやる必要はあるとは思うのですが、

このＡＣＰについては、本人だけじゃなくて、もちろんケアマネ、医師もそうな

のですが、それ以外に、本当に心から話せる友人とか周りの人とか、もちろん家

族、それから、そのほかいろいろな人が協力してその人の生活を支える、あるい

は、どういう形でその人の生活あるいは最期を迎えるのを、最期をサポートする

というのは変な感じですけれども、本人の望むような人生の終わり方というの

もかなえられるのが、これだと思うのですが。 

  ともすれば、最後は人工呼吸器つけないよとか、あるいは終末はこういうこと

はしないでくれ、それをやればもうＡＣＰだという形で誤解あるようなのです

けれども、もっとそういうことじゃなくて、やっぱりその人がどういう形で考え

ているか、あるいは人生の終わりをどういうふうに迎えたいかというのが、人間

というのは生まれて必ず亡くなるものなので、その辺の考え方を、今後は先進諸

国のいろいろな対処の仕方を見て、やっぱり日本はまねるところはまねるし、改

善するところは改善するという方向で行かなきゃいけないのかなと、今日新聞

を読んでいて、ああ、なるほどなと。まだまだ日本は、考え方としてちょっと違
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うのかなというふうに感じた次第です。読売の真ん中一面に３人の先生の声が

載っていましたので、もし読売を取っている人がありましたら、読んでみると非

常にいいかもしれない。何か御意見等。 

田宮副会長：きれいにまとめていただいて、しかも経年まで見せていただけたこと

を、すごく参考になったと思います。ありがとうございます。 

  それで、関連して２点コメントなのですけれども。一つは、この経年変化が本

当にどういう意味かなというのを見る場合に、ちょっと気になるのが回収率で

すね。今回の回収率とその前の回収率がもし分かれば、どこだったか、すごく回

収率が低いときが、５割切ったところもあって、そうなると、関心がある人が結

構高い場合、セレクトされているというバイアスがちょっと大きいので、そうな

ると完全に比較はできないときもあるので、せっかく経年変化を出していただ

いたので、その各年の回収率がもし今後分かればありがたいなと思います。それ

もまた調べておいて、すぐに分かるのかもしれませんけれども。 

  それともう一つ、今の先生のおっしゃったＡＣＰのことで、私、この結果を見

て気になったのが、７ページの「話をするつもりはない」というのが３割近く、

要支援・要介護認定者でいらっしゃるということなのですね。これは、本人がお

答えになっているわけですよね、きっとね。そうすると、もう話をするつもりが

ないと要支援・要介護認定の段階ではおっしゃっている方が結構いらっしゃる、

その分、「話をしていない」「今後話をする」という人も、一般高齢者に比べる

と減っているのですよね。７ページ。 

  そうすると、やっぱりこれは早い段階に、今、会長がおっしゃったように、日

本ってアンタッチャブルな感じもあって、既に要介護・要支援になった方は、そ

ういう話はもうしたくないということを表明している人が結構いらっしゃるの

で、早いうちに進めていくことがすごく重要だなと思いました。 

 同じように早いうちにというのは、在宅のほうでもそうで、結構、要支援・要

介護認定の方でも知らないという方がまだいらっしゃるので、ここはちょうど

書いてくださっていたように周知を早めにしておくということが一つ。 

  それと、本当にＡＣＰについては、要支援・要介護になっているともう話をし

たくないという方が意外と多いということは、すごく読むべき結果かなと思い

ました。ありがとうございました。 

事務局：田宮副会長すみません。高齢福祉課のほうで分かる範囲で、回収率、御報

告できるものがございますので、今御報告させていただいてよろしいでしょう

か。 

田宮副会長：はい。 

事務局：高齢福祉課の大津と申します。アンケートの回収率についてお答えさせて

いただきます。 

  順番に申し上げます。一般高齢者、平成 29 年度の調査になります、51.9％。

続きまして、要支援・要介護認定者 42.9％。続きまして若年者、平成 29 年度、

36.3％。続きましてケアマネジャー、58.0％となっております。 

田宮副会長：それは第７期。 
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事務局：これは、第７期の計画のアンケート調査です。 

田宮副会長第８期は。 

事務局：第８期につきましては、お手元にございます資料１－２の概要版のところ

にございます。 

田宮副会長：今度のほうがいいですね。 

事務局：そうですね。回収率は上がっています。 

田宮副会長：上がっていますね。そうすると、よりセレクトされていない人が入っ

てくるという感じですよね。多分７期、結構低かったですね。要介護者 42.9 で

したね。今回、50 行きましたね。こっちのほうが良いかもしれません。ありが

とうございました。 

  そうすると、７期のほうがよりセレクトされた、よい方向の答えが多かった可

能性はあるので、それを少し差し引いて見たほうがいいのかもしれないですね。

だから、知らない人が今度増えたというのは、アンケートの回収率が上がったこ

とがあるかもしれない。知っている人だけが答えたというのは、セレクションが

多分、前の 28 年のほうが高かったのでしょうね、きっとその４番とか。 

  ありがとうございました。方向が分かってよかったです。今回は、回収率が前

より高いということは、より真実に近いと考えていいと思います。ありがとうご

ざいます。 

委員：濵野です。資料の 14 ページにありますアンケート結果とこれからすること

という１対１の対応表ですけれども、恐らくこの会議で以前議論になったのが、

多分お手元の資料の２－３という医療と介護のありたい姿を踏まえた評価指標

（案）というのがたしか作られて、今回のアンケートは、恐らく一番右側のアウ

トカムというところに近いのかなと思うのですが、そのアウトカムを経て、これ

からすることということに１対１対応ができるかどうかというところは多分議

論が必要かなと思っていて、多分そのためにストラクチャー、プロセスの指標を

つくって、この黄色で網がけしてある比較的集計しやすく重要な指標案という

のが多分あって、これらを含めてアウトカムを解釈して次のプロセスに進める

という議論が以前あったように記憶しているので、今回、15 ページの裏に協議

事項として、アンケート結果を踏まえて本事業で必要なことについて話し合う

とあるのですけれども、恐らくアンケート結果は、これは大切なデータだと思い

ますが、話し合う土台になるような、ほかの客観データがなかなか今後何をして

いいかというのは、話し合うのが難しいかなと思ったのが１点。 

  もう一点だけ、すみません。ＡＣＰに関しましては、田宮先生がおっしゃった

ように、早期からというのも非常に大事なことである一方で、なかなか目的が分

からない中で何を話し合うかというのも、かなり今けんけんがくがくな、会長が

おっしゃったように、日本ではまだ十分根づいていないので、ＡＣＰという一言

で進める、進めないとか、早期からとか、その辺を議論していくと皆さんの思い

がちょっと混乱してしまいそうなので、少し要望を整理しつつ、つくば市として

何を目的に話合いを進めていくかというところをしっかりと議論した上で、事

業展開をしていくほうがいいかなというふうに思いました。以上です。 
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飯岡会長：ありがとうございます。今やったのは調査結果についてなので、今後、

これから２番の医療と介護のありたい姿と評価指標ということを、皆さんの資

料２－１と２－２等ありますけれども、多分その中に、今後やりたい今のＡＣＰ

もそうなのですけれども、いわゆるこういう形にすれば、介護も少しＡＣＰ先進

国というか、外国に近づける方法が少し見えてくるような気がします。いろいろ

ロードマップ書いてありますけれども、それについて、ほかに御質問あれば、ま

たまとめてお伺いします。 

  とりあえず、事務局のほうより（２）の協議事項、医療と介護のありたい姿と

評価指標についてという項目の説明していただいて、それをもとに御質問を伺

いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局よろしくお願いします。 

事務局：配布資料に基づき説明。資料２－１、資料２－２、資料２－３、 

事務局：保健福祉部で参事を去年から務めております黒田です。 

  多分、最後にとじ込んでいる、参考資料１という白黒で横長で、矢印で三つの

プロセスが写してあるようなスライドみたいな資料がありますので、最初にそ

ちらを御参照いただきながら聞いていただけたらと思います。 

  資料を作るに当たりまして、ありたい姿１対１で対応させるようなやり方と、

もう少し包括的に全体を網羅するような少し抽象度の高い指標の作り方と、い

ろいろな方法を私のほうで検討してみました。今日御提示する事務局側の提案

としましては、あまり細かいところまで行き過ぎるよりかは、まず一目でなるべ

く分かるような形で全体像を構成してみたいということで、鳥瞰図というよう

な全体を俯瞰した見取り図として、前回、志真先生のほうから、ドナベディアン

のストラクチャー、プロセス、アウトカムという三つの要素で評価したらどうか

という御提案を頂きまして、私のほうで考えて、やはりこれがいいのではないか

というふうに、この図を作成してみました。 

  まずストラクチャー、Ｓの部分ですけれども、これは人ですとか人材ですと

か、建物ですとか設備ですとか、そういった部分の評価になります。 

  ただ、人とか建物とか設備があるからといって、在宅医療ですとか介護サービ

スのよいものが提供できるというふうに一概にそういうわけではありませんの

で、そういった資源、リソースがどういうふうに活動していくのかということが

非常に重要で、そこが真ん中のプロセスというところに当たります。 

  最後はアウトカム、これが非常に一番大事なところですけれども、アウトカム

というのは、結果としてどういった効果が得られているのかというのがアウト

カムになります。 

  まず、アウトカムの部分ですけれども、大きく分けまして質と量と二つの視点

が欠かせないというふうに思いまして、あと介護の質のアウトカムを、何を選ぶ

かということになりますと、いろいろな海外の事例ですとか、国の方向性ですと

か、慢性疾患の質の評価というインディケーターをいろいろ調べていったりし

た結果、やはり御本人の幸福度ですとか満足度、ですから介護の場合は、介護し

てらっしゃる御家族の幸福感や介護負担、この辺が一番重要なアウトカムの質
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の部分として取り上げるのがよいのではないかなというふうに考えておりま

す。 

  一方、質だけではなくて、全体としてボリュームが確保できているということ

も大事だと思いますので、ボリュームのほうとしましては、亡くなられている方

の中で、在宅で亡くなっていらっしゃる方の人数というのが、一つボリュームの

指標になるかなというふうに考えております。 

  次、左側に戻りまして、プロセスのほうですけれども、プロセスはいろいろた

くさん字が書いてありますけれども、今回の医療と介護のありたい姿というの

をよくよく読んでみますと、そこに書いてある文言を、このストラクチャー、プ

ロセス、アウトカムにプロットしてみると、ほとんどがプロセスの部分のことが

ありたい姿の中に書いてあります。これはある意味当然で、医療と介護がどう連

携するのかというのは、専門職という人材がどういうふうに働いていくのかと

いうこととほぼイコールですので、このプロセスの部分は非常に重要な指標に

なってくると思います。 

  ありたい姿に書いてあるのは、じゃあどういうプロセスかということを少し

整理してみますと、専門職同士の連携がなされるというところと、それから専門

職と御本人あるいは御家族との連携というか、コミュニケーションといいます

か、がきちんとニーズが把握できていて、それに対応するようなものができてい

るというようなことが二つ目。 

  それから三つ目は、在宅医療ですとかＡＣＰといったような、まだ浸透してい

ないような概念といいますか、そういうことを広めていって、そういうサービス

を受けたいと思う人だけを増やしてくような、潜在的なニーズを掘り起こして

いくような、ここも一つのプロセスに入るのではないかなというようなことを

念頭に置きながら、指標を少し選択してみました。 

  次に、資料２－３です。資料２－３、医療と介護のありたい姿を踏まえた評価

指標（案）というものがこれに書いてあるのですけれども、この表も、左からス

トラクチャー、プロセス、アウトカムという点で、先ほどの図と配置をそのまま

踏襲しています。 

  一方、縦軸のほうですけれども、指標として使えるデータというのは、いろい

ろなところにデータが分散して散在しているものを、いろいろなところから集

めてきてここに集約するという感じですけれども、上からオープンデータとし

て国が集計し公表しているもの、その次が、つくば市で把握できるもの、その次

が、情報はありますが、集計する体制を整備しないと、ずっとそれを継続して指

標として活用することがすぐには容易でないかもしれないもの、一番下が、情報

収集が今現在はされていないけれども、本当は非常に重要じゃないかと思われ

るようなものという感じで、マトリックス上でまとめてみています。 

  当初は、これの二、三倍ぐらいのありとあらゆる指標をいろいろなところから

調べて出てきまして、一旦リストにしてみましたけれども、それを全部御提示す

るとかなり混乱をしてしまうと思いましたので、私と藤田さんのほうである程

度セレクションをさせていただいたものを、ここに提示しております。 
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  それぞれの指標は、一長一短それぞれありまして、これが完璧というものは一

つもないと思います。ですので、複数の項目を見ながら、単にこの数字が増えた、

この数字が減ったというだけではなくて、専門知識を持った皆様といろいろ協

議する中で、全体をどういうふうに移行していくのだろうかという判断が必要

になってくるということが一つ前提だろうと思うことと、あとは、今後よりよい

指標があれば、それと交換していくような柔軟さですとか、あるいは新たに、こ

れはどうしても重要な指標なので何らかの努力をしてそれを収集していくとい

うような姿勢も必要だというふうに思っております。 

  個別に少し御説明しますと、まず一番右側のアウトカムの部分です。これは先

ほど申し上げたとおり、在宅の死亡者の割合とか死亡数というような値で、これ

は公的なデータで、ｅ－Ｓｔａｔという国のホームページからダウンロードで

きるデータですとか、あと厚生労働省が公表している在宅医療にかかる地域別

データ集とか、この辺から取ってくることが比較的容易にできます。 

  その一方で、ちょっと細かいものを言うと、バイアスのかかった数字になって

いまして、例えば自宅で亡くなる方の数というのは、これは必ずしも自宅で看取

られている方とは限らなくて、人口動態統計上、死亡場所が自宅となっている方

も反映されてくるので、恐らく孤独死という形で亡くなってらっしゃる方とか

不審死みたいなことで亡くなっておられる方も混ざってしまいますので、これ

が在宅医療の結果としてということになると、数を過大評価してしまうことが

考えられます。 

  二つ目の在宅医療にかかる地域別データ集というのも、やっぱり医療機関ご

とに、つくば市にある医療機関にそれぞれ報告していただいたものを集計して

いるものですので、つくば市の医療機関は、恐らくつくば市以外の近隣の自治体

に訪問診療行ってらっしゃるケースが多くあると思いますので、これも人数と

しては過大評価になってしまうような指標であることに留意が必要かなという

ふうに思います。 

  アウトカムで下のほうへ行きまして、ここは満足度ですとか家族の介護負担

ですとか、その辺のことで、これは高齢福祉の計画の先ほど藤田さんが御紹介し

たアンケートの結果から一応取り出すことができます。 

  ところが、こちらのほうは、やはり回答率が、田宮先生から御指摘があったよ

うに、大体 50％ぐらいしかないというので、必ずしも全体を代表しているとは

言えないという問題があることですとか、あとはサンプルのエラーというか、偶

然の誤差で、あまり細かい 0.何％増えたとか何とかといいましても、細かい比

較に意味があるような数字では必ずしもないという点で、データの収集の仕方

については、今後検討が必要かなと思います。 

  真ん中のカラムに行きまして、プロセスの部分ですけれども、これは活動の仕

方ですとか活動の量という部分ですけれども、これも公的なデータやアンケー

ト、あと市のいろいろ事業の参加者数がどのぐらいいるとか、その辺がここに含

まれています。 

  ここの部分でちょっと補足したいのが、緑の線が引いてあるところで、レセプ
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トデータから取ってこられるようなデータが、このプロセス指標として結構有

効なものがたくさんありまして、例えば在宅患者訪問診療料ですとかターミナ

ルケア加算ですとか、こういったものの算定数ですとか、高齢者の方を分母とし

たときの算定数の割合ですとか、これは非常によい指標にはなるのですけれど

も、レセプトデータからこの辺の数字を引っ張って出してくるというのは、市役

所の中のデータ処理力では、ルーチンでやるのはかなり難しいものがありまし

て、過去５年間の分に関しては、筑波大学のほうに共同研究という形で提供して

いるものがありますので、そこから今年、来年ぐらいにかかったものは引っ張れ

るのですけれども、今後、さっき言ったように、それを続けていくためには工夫

が必要で、私の仕事といえば私の仕事なので、全体を見たいとは思っております

けれども、ちょっとこれはなかなか今の環境の中では努力が必要になってくる

ということです。 

  最後、一番左のストラクチャーの部分に行きますけれども、ストラクチャーと

しましては、いろいろ事業所の数ですとか、それから通所系サービス、施設サー

ビス、居住系サービスといったような介護サービスの要支援・要介護認定者１人

当たりどれぐらい定員があるかという、キャパシティーがどれぐらいあるかと

いうことになると思うのですけれども、このストラクチャーに関しては、つくば

市というか、市町村がこのストラクチャーを増やすとか、市町村がこれをつくる

ということはなかなかできないので、これは国の政策ですとか、介護の計画です

とか。どっちかというと、国ですとか県がこの辺をマネジメントしていく役割だ

とは思うのですけれども、今後つくば市も高齢者の方の人数はどんどん増えて

いきますので、これが１人当たりの定員がどんなふうに推移していっているの

かというのは、市のほうとしてもしっかりモニタリングするとともに、高齢化率

の予測というのはある程度つきますので、圏域ごとに今後どんな高齢者の方が

増えて、もしそうなると、仮にこういうサービスの事業者数ですとか、現時点で

の定員がそのまま増えなかったとすると、１人当たりの定員数はどのぐらい減

っていくのかとか、そういう予測もしていかなきゃいけないのかなというふう

に思っております。 

  ストラクチャーのほうは、市でやっているストラクチャーというのはあまり

ないですけれども、認知症カフェとか認知症サポーターですとか、こういった人

材が一応養成しようと努力しているところはありますので、そのストラクチャ

ーの増え具合といいますか、それもモニタリングしていく必要があるかなと思

っております。 

  医療と介護のありたい姿というのは、結構幅広いことを含んだことがたくさ

んうたってありまして、この指標の中に入れ切れていないものがあります。それ

はどういうことかといいますと、下に、小さいアスタリスクマークで書いていま

すけれども、フレイル予防の部分と日常生活支援、つまり介護状態にならないよ

うに予防するということと、介護状態まではなっていないのだけれども、運転免

許を返納された方の交通手段の支援ですとか、ごみ出しをどうするとか、そうい

う日常生活で、介護サービスで賄えない部分が、ここも非常に大事になってはく
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るのですけれども、これがちょっとややこしいですけれども、市のほうでも幾つ

か協議体がありまして、ここは医療と介護の連携に関する行動ですので、このフ

レイル予防と生活支援の指標も、全体としては非常に重要で私も取り入れたい

なと思っているのですけれども、その指標までこの医療と介護の連携推進協議

会の中で見ていくと、ちょっとここが全部やっているみたいな感じになって、そ

こまでやる必要は恐らくなくて、ここは市の中で横のつながりを評価していき

ながら、全体としてはきちんと見ていけるような形に持っていきたいなという

ふうに私は思っております。とりあえず一旦。 

飯岡会長：ありがとうございました。今の医療と介護のありたい姿と評価指標につ

いて、何か御意見。 

委員：非常に分かりやすくて、頭が整理されて大変助かりました。ありがとうござ

います。 

  この資料２－３の裏にございます相関図というのは、これはまた何かの意味

があるというのはありますでしょうか。というのは、恐らく先生は、もう既に考

えられたかもしれないです。多分、ありたい姿１から７にそれぞれ呼応するよう

なこういうモデルをつくるのか、包括してこれでやっていくのか、重複する部分

はあるとは思うのですけれども。 

黒田参事：私が決めるというわけではなくて、いろいろ今後このことについて半年

ぐらい考えてきた私なりのアウトプットを、ここで皆さんにお示しするという

のが目的ですけれども、この相関図を藤田さんに作ってもらった理由が、ありた

い姿が結構、あっちの領域、こっちの領域というのが含まれておりまして、どの

指標をつくろうかということと、このありたい姿、例えば１の指標をつくると、

その指標はほかのありたい姿の指標ともかぶっていて、あるありたい姿だとこ

れはプロセスですけれども、別のありたい姿から見るとこれはアウトカムにな

るとか、非常に因果関係の図が錯綜するような部分がありまして、なるべく一つ

のありたい姿で示している。運営的にはこういった一つになるように、重複して

いるものを整理してもらったというのが、ありたい姿を今回修正させていただ

いた僕なりの一つのリクエストを藤田さんにさせていただいたということがあ

ります。 

  そうはいっても、やはり生活、介護、医療ということに、ありたい姿がまたぐ

というのがありまして、この裏の相関図、どういう意図があったかといいます

と、ありたい姿というのは、結構いろいろな生活、介護、医療の領域をまたいで

いるということをお示ししたいということが一つと、それぞれの領域を主に統

合化しているといいますか、ディスカッションする機会として、市の中でこうい

った協議会が今動いていて、その中で、この協議会の主な位置としては医療と介

護の部分であるという全体像を皆さんと共有していきたいなということです。 

飯岡会長：よろしいですか。そのほかに何か御意見等ありますか。 

委員：前回に比べて、非常に分かりやすくなっていると読ませていただきました。 

  そういう中で一つ、評価というか、ありたい姿の中でいろいろやられているこ

とについて、ロードマップがありますけれども、2025 年、2040 年をめどにとい
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う形で、ここに行き着くためにどれぐらいのお金が必要かというような予算的

なものを入れるのかどうか、私、民間出身の人間なものですから、ついついその

辺が、進めるというか、そのロードマップをつくって実行されるのにはお金が相

当要るわけで、その辺がこういったものに入れる必要があるかないかは分かり

ません。皆さん方で御判断していただきたいなと思っております。 

  それから、ロードマップの中でちょこちょこ出てきた言葉で、自分らしい生き

方、自分らしく生きるということはどういうことなのかなということが、ちょっ

と分かりにくい、もっと別の表現があったほうがいいのではないかなと。個々そ

れぞれ違うと思いますので、その辺をどう捉まえるか、包括的に言えば自分らし

さで表現できるか分かりませんけれども、果たして自分らしさはどうかという

ことは、私自身も理解しておりません。 

  さらに、評価指標で今説明いろいろ出ておりましたけれども、こういったこと

をやることによって、今の社会的には介護離職の問題が叫ばれておりますよね。

そういう介護離職者数の推移が、やはりこういったことをやることによって、い

い方向に行かないといけないじゃないかと、そんな感じがしております。 

  それからロードマップ、ありたい姿を進めることで、認知症のそれぞれのクラ

ス分けというか、級数、要介護３とか４とか５とか、そういう方々の評価という

か、要介護３の人が要介護２になったとか１になったとか、そういう捉え方も必

要じゃないかなと、そんな感じがいたしましたので、感じたことを申し上げまし

た。 

飯岡会長：ありがとうございます。どうですか、市の方。 

事務局 それでは、ロードマップと予算的なところですけれども、ロードマップ自

体は今後目指していくということであります。それで、次の事業計画的なところ

もありますので、予算的には、今年度予定している事業計画、これから説明にな

るわけなのですけれども、そこで予算化はしているというところで、ロードマッ

プ自体に予算的なところは入れなくていいかなというふうに事務局では考えて

います。 

  あと、自分らしくという文言が随所にあるわけですけれども、これも難しいと

いうか、自分らしくというふうなのが一番分かりやすいかなということで入れ

ていますが、この辺につきましては検討できればというふうに思います。以上で

す。 

委員：で離職者の問題についてはどういう具合に、こことは関係あるのかとか。 

飯岡会長：老人ホームの芥川委員、どうでしょうか。現場で、離職者、途中で辞め

ちゃうというと結構な数いらっしゃいますか。 

委員：介護離職って、要は介護職の離職じゃなくて、多分全般的なものですよね。

実際いますね。やっぱり施設に入れなくて、うちで見なきゃならないときの家族

の状況であったりとか、あと実際自分の職場でも、そういう介護の仕事をしてい

る中で、要は家族を見なきゃならないので、自分が非常勤になったり辞めるとい

う方もいて、そこには本当に在宅で生活する中での受け皿というか、家族がほと

んど存在しないというのも変ですけれども、そういう中でのサービスがどこま
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で質と量が保てるかというところは、すごく感じるところはあります。 

飯岡会長：ありがとうございます。下村さんは、どうでしょう、現場で、病院なん

かでも。 

委員：私どものところでは、自分のところも在宅サービスがございますので、職員

がそういったものを利用するようなこと、私は中川さんなんかに相談してくれ

て、できるだけサービスを使って仕事を続けるというようなことはできる人は

多いかと思います。 

  でも、そういった環境にない方のほうが、実際市内には多いのではないかなと

は思います。やっぱり親の面倒を見なきゃならないのでパートになるという方

も、本当に今どのくらい、そういう方が市内にいらっしゃるかは分かりません

が、たくさんいらっしゃるように感じております。 

飯岡会長：市のほうはどうですかね。そういう離職とか、あるいは常勤からパート

に変わるとか、そういう勤務形態が変わるとか、そういう形というのは結構いら

っしゃるのですか。 

 私ども、年取ると親を面倒見なきゃいけないってどうしても辞めてしまうと

か、いろいろな事情で職場を離れるという方はいらっしゃるとは思うのですけ

れども、老人は増えるし介護が減るというと、なかなか思いどおりにはいかない

部分はありますので。 

小關先生、どうでしょうか。記念病院なんかでは、やっぱりその現場を離れる

人というのは、ある程度、毎年、毎年いらっしゃるのでしょうか。 

委員：確かに一定数はいるかと思います。というのは、例えば当院であれば、急性

期から慢性期、介護、外来というふうに分かれているので、そういう形態によっ

て、御自身の介護をしている方の負担であるとか、そういうものを変えていくこ

とで対応するというのは一定数ありますけれども、例えば介護施 設であれば、

もう介護施設だけの組織であれば、それ以外の人の勤務形態を少し変えるだけ

でしか増えていけないところがありますので、それでやむを得ず、最初はパート

にして、勤務形態を変えて見ていきますけれども、それでもなかなか難しいとい

うことで、どこまで働き方の幅を持たせるかというところも限度があるので、あ

る程度そういうケースが生じてしまっているのは当院でも見受けられるかなと

思います。 

  そちらについて、例えば今度は逆に、そこの部分にあまりフォーカスを当て過

ぎて、結局、国が介護職に対しての手当なんかをつけたりすることで介護離職を

とどめたりすることがありましたけれども、それで今問題になっているのは、ほ

かの多職種の部分側の不均衡が生じてしまって、それによって、違う職種もまた

不均衡が出てきてしまっているという状況なので、そこは地域の自治体との連

携をどういうふうにしていくかを話し合っていく必要があるのかなというふう

に思います。 

飯岡会長：ありがとうございます。国は、ある部分でスポットがあるとそこにつぎ

込んでやると、結局凸凹ができちゃうのですよね。だけれども、そこを離れてし

まうという部分はあるので、やるなら全体を少し底上げしていかないと駄目だ
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ろうと思うのですけれどもね。でも、国としては予算がうまくいくかどうかの問

題であろうと思いますが、難しいですよね、本当にお金の問題はね。 

委員：３点、意見と提案ですけれども、１点目は、この医療と介護のありたい姿の

相関図というのが、これが一応このありたい姿の中でのありようを捉えている

とすれば、やはりこのつくば市在宅医療・介護連携推進協議会が関わる黄色いと

ころ、これを上のほうに優先順位を上げたほうがいいじゃないかと思います。 

  ありたい姿の６は黄色く塗っていないのですが、これは黄色く塗って、やっぱ

り認知症のこれは上のほうに上げるというふうな、順番を変えたほうがいいの

ではないかというのが１点目です。 

  もう一点は、このありたい姿の文言は、いろいろ皆さん御意見はあると思うの

ですが、１は、要するにパーソンセンターというか、当事者を中心にして多職種

が連携するという、これは国際的にも大体そういう考え方になっていますので、

そういう当事者を中心にした多職種連携の体制をつくるということだと思うの

ですね。 

  ２番目は、これは看取りと言っちゃっているのですけれども、要するにアドバ

ンス・ケア・プランニングのことだと思うのですよね。ですから、これはいきな

り看取りというよりは、そういうふうな意味合いの言葉に替えたほうがいいじ

ゃないかと。 

  さっき飯岡会長が、海外は進んでいるところもあると言われていたのですが、

私が知っている限りでは、アジアで一番進んでいるのは台湾なんですね。台湾

は、既に法律でこのアドバンス・ケア・プランニングを位置づけて、そして動画

をどんどんテレビで流している、ＣＭみたいな形で。ですから、日本は、新型コ

ロナのときもそうですけれども、法律で何かを決めてやるということにどうも

消極的ですね。でも、それは良し悪しであって、法律で決めて、テレビのＣＭの

ようにどんどん流すというのが果たしていいかどうかという議論はあるので、

ただ、考え方としては、法的な強制力を持たなくても、やっぱり動画を活用する

とか、そのような形で、もう少し一般の方にアプローチするやり方を考えれば、

ありたい姿２はいいのではないかと。 

  ありたい姿４は、これは要するに教育と研修ですよね。専門職の人の対する教

育体制をしっかりつくるということで、６が、認知症になっても安心して暮らせ

る地域ということで、これは厚労省も認知症を非常に重視しているので、それは

メインだと思うのですね。 

  あとの３と５と７については、やっぱり優先順位が落ちるのではないかとい

うふうに思います。ほかに取り組んでいる協議体というか、あれがありますの

で、それが、そういう提案としては２点目ですね。この優先順位を少し変えたほ

うがいいのではないかということと、それから、このありたい姿の文言について

は、はっきりこういうことを言いたいのだということを、むしろ出したほうがい

いではないかということです。 

  ３点目は、ストラクチャーとプロセスの評価指標のことなですけれども、これ

も非常に整理されてよくできていると私は思います。特に軸になるのは、この高
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齢福祉計画策定のためのアンケートですよね。これを組織的に活用していくと

いうことと、それからＫＤＢシステムというのは、これは介護と医療のデータベ

ースということですね、それを活用していくという、その二つを軸にしていくの

がいいのではないかというふうに思います。 

  在宅看取りというのを、いつもこういうもののアウトカムにするのですが、在

宅看取り率とか、在宅でどれぐらい亡くなるのかということを、これからそんな

に、これは、いろいろ御意見はあると思いますが、そんなに重視する必要がある

のかなと最近は思います。やっぱり亡くなる場所の多様化というのは、もう始ま

っていると思うのですね。いろいろな施設で亡くなっていく方もいますし、です

から、そこのところはここの協議会でぜひ議論をして、在宅での看取りの数と

か、そういうこともどの程度のアウトカム指標として位置づけるのかというこ

とをよく検討して、皆さんの御意見も一応見て、位置づけていけばいいじゃない

かなと思います。 

  指標も、だからそういう意味では、ある意味、優先順位というんですかね、重

視するものから、それほどでもないものまでというような並べ方をしたほうが、

多分分かりやすいというか、事業を進めるに当たっての目安となるんではない

かと。 

  ちょっと細かいことですけれども、エンディングノートの作成度ってどうや

って取るのかなと思いましたが、これも含めて、ある程度、重要な指標とまあま

あそうでもない指標と並べられるといいかなと思います。 

飯岡会長：ありがとうございました。 

委員：今の意見に接続していますけれども、恐らくこの資料２－３をベースにこの

協議会が動いていけると今後見通しが立つのかなと思う一方で、一つ、志真先生

がおっしゃっていましたように、評価項目も大事ですけれども、尺度を何にする

かとかを、ある程度、この協議会でやるのか有識者を集めたスモールグループで

たたくのかはちょっと分からないですけれども。ただ尺度を決めて、スタートす

る前の前値といいますか、開始前のデータをある程度取っておかないと、プロセ

スを始めた後の変化が取りにくいので、今の時点でできる尺度を何するか、さっ

きのＫＤＢとかも取れるのかは分からないですけれども、そういったものを、あ

る程度始められるものと、だんだんと評価を、指標を集めていくものに分けて、

この相関図にあります黄色いところから始めていくとか、何かできそうなこと

を一つずつ積み上げていけるような気がしたので。今後この協議会の進め方と

して、それを、議論をここでやるのかとか、あとはそういう少しスモールグルー

プでやっていくのかなどが検討できたらいいかなということを思いました。 

  それをすると、多分恐らくお金がかかってくると思うので、スモールグループ

をもしやるとか、あとデータ抽出とかなると。だから、先ほどの松浦委員からあ

ったお金の問題とかに関わってくると思うので。 

飯岡会長：それでは、斉藤委員。 

委員：参考資料１の、いろいろ考え方はあるけれども、こういう整理の仕方は一つ

だということで理解していたのですけれども、それと評価指標のプロセスとか
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相関図を見たときに、事業の建てつけでこうせざるを得ないということも理解

しました。そうすると、この事業の対象を層別化する、要するにアンケート結果

見ると、要介護３、４というのは、ほかと違って、傾向がちょっと違うような気

が、僕は若干していて、要支援と要介護１、２と、例えば要介護３以上って、そ

もそも在宅医療・介護連携って、多分重症の人の対象だというふうに私は理解し

ているので、この事業が、今の相関図を見ても、今、志真先生もおっしゃいまし

たけれども、重度の方を重点的見るという理解の進め方でこういうのを機能し

ていく。僕もそれでいいとは思ってはいたんですけれども、そういう趣旨なのか

なという気がちょっとしたのですけれども、そういう意味ではない。人として

は、そうはならないと思います。全部に生活もあるし、介護もあるし、医療もあ

ると思うので、こういう切り方はできないと思うのですけれども、現状こういう

形にしていかれたのかなというのを確認。そのほうが何か分かりやすいかなと

思ったりもしたんですけれども。 

飯岡会長：どうでしょうか。 

黒田参事：幾つか私がお答えしたほうがいいかなと思うことがあるんですけれど

も、まず今頂いた御質問ですけれども、重たい人を意識してつくったつもりは、

実はあまり明確にそのことは考えていなかったんですけれども、結果的にそう

なってしまっているところはあるかもしれないですけれども。 

  一応医療と介護という意味では、介護が必要な人をメインのターゲットで想

定したのですけれども、介護が必要な人の中でも軽い人から重たい人までいる

という点の中で、特に重たい人を意識したわけではなくて、この協議会の守備範

囲としたら、おおむね介護が必要な人あるいは介護が必要かどうかの境界状態

にある人まで一応視野には入れるのだけれども、どっちがメインかというと介

護が必要な方で、医療と介護に両方、そういうサービスを受けてらっしゃる方を

イメージしていて。 

委員：そうすると、何となくやっぱり対象は層別化せざるを得ないと僕はするもの

で、重たい人かなと思って。それは、今後の議論でいいと思います。 

  私の立場からいくと、どうしてもリハビリテーションとかそういう職種って、

よくなるとか軽い人の予防とかにも入るのですけれども、さっき御意見があり

ましたけれども、重症化を遅らせるとか重症化を予防するという考え方もちょ

っとあるのではないかと思って。もしワーキングか何かができたときには御検

討いただければと、これはお願いでございます。以上です。 

飯岡会長：ありがとうございました。そのほか。 

田宮副会長：ストラクチャー、プロセス、アウトカムできれいにまとめていただい

て、とても分かりやすいと思いました。 

  一番思ったのは、参考資料の１で、プロセスでどういう活動をするかというと

ころが、これこそこの会議のメインはここと書いてあるのが、割と腑に落ちたと

いうか。この会議は、これだけ多職種が集まっていて、いろいろな利用者側の方、

いろいろな職種なので、それに呼応した評価指標って多分一番大事なのは黄色

のところで、つくば市で把握という、その一個一個いろいろなことをどうするの
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かと確かに私も思いますけれども。この黄色の真ん中のプロセスのところは、も

うこの会議ならではというふうに思って、整理できた気がしました。 

  それと、この緑に、青かな、になっているところは、ＫＤＢの多分レセプトと

かから算出できるので、そこは我々、共同研究で委託させていただいて貴重なレ

セプトデータを筑波大学でお預かりしているので、ちょうどレセプトというの

はプロセスが一番得意ですね、請求書ですから。何をやったかというのが得意な

ので、退院時の共同加算とか、連携に関係するプロセスを数で出すことはできる

ので、ぜひその辺は協力させていただいて、この緑の部分はそのデータによっ

て、そしてこの会議ならではの黄色の部分のプロセスのところを強めていけれ

ばいいなという整理ができたので、とても有効だと思います。 

  ただ１点、細かいことなのですけれども、ちょっと気になったのが、今の多

分、予防的なものをどう位置づけるかということと近いかなと思います。ここ

は、やっぱり医療と介護なので、どうしてもある程度、介護予防とかは別のテリ

トリーなのですよね。だから、それで整理しておいたほうが分かりやすいと私も

思いました。 

  このアウトカムのつくば市で把握の一番下にある文言なのですけれども、医

療受診も介護認定もない後期高齢者の割合と書いてあるのは、これ、もうよしと

しているのかどうかがちょっと。結構、私、つくばとか茨城とかは、まだまだ早

いうちに介護に認定されたくない人がいらっしゃるような気もするので、これ

がそのまま元気という意味なのか、それとも周知されていないと要介護認定は

大分後になるので、やらないという人が多いような気もするので、そこを多分デ

ータで初回認定の要介護度とかを見れば分かる気がします。その辺、細かいとこ

ろがちょっと気になってしまう。 

黒田参事：最後の御指摘のところですけれども、説明不足で僕もはしょってしまい

ましたが、ありたい姿の中の誰一人取り残さないという最後の部分を反映させ

た指標で、医療受診も介護認定もないけれども、市役所で実は把握できていない

方というのは一定数いらっしゃっていて、そういう方をどう認知していくかと

いうのが、ここはそういうテーマになっていまして。一応ＫＤＢシステムの中

で、今年とか去年とか年ごとで、一回も医療もサービスも受けていない人と介護

認定も受けていない人とかというのは、一応抽出できるので。今、そこには中島

師長を中心に、地域包括の方が実際に行ってみて、すごい元気な方なのか、本当

は医療が必要なのに受けていない方なのか、どっちかを見て。こういう方が、な

おかつ、医療受診もなく介護認定もなく元気だったらいいですけれども、そうい

う場合だったらゼロにしていくというような意味での指標です。 

田宮副会長：分かりました。両方あり得るなと思ったので、そういう意味なら。そ

ういうふうに分かりやすく、もうちょっと書いたほうがいいかもしれない。これ

がよしというふうに見ちゃうと、やっぱり取り残しちゃうことになるので、そこ

を、気をつけていただいているということをよく分かりました。ありがとうござ

いました。 

飯岡会長：それでは、時間も押し迫っていますので、３番の令和２年度つくば市在
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宅医療・介護の実務部会について、市のほうよりよろしくお願いします。 

事務局：配布資料に基づき説明。資料３－１、資料３－２、資料３－３ 

飯岡会長：ありがとうございます。それでは最後に、４番のその他、委員の方ある

いは事務局のほうから何かありますでしょうか。 

委員：今、事務局から何度も新型コロナの感染禍という話がありました。これは大

事だと思います。リーダー研修と市民啓発講座は、もうちょっと集合で、対面で

やるのは無理だと思います。高齢者を公民館に集めてやるというのは、相当なリ

スクがあると思います。 

  恐らく 2025 年までは、こういう状態は短くても続くと考えると、やっぱりこ

のリーダー研修と市民啓発については、ウエブでやるかオンラインでやるか、動

画を活用するかというような非対面、非接触のやり方を考える必要があるので

はないかと思います。 

  例えばですよ、こういうアイデアがいいかどうかは分からないのですが、お薬

手帳とはこういうものですという５分の動画を作ればいいのではないかと思う

のですよね。それは、もちろん高齢者の方にどうやって見てもらうのかというこ

とを検討しなくちゃいけないのですが、例えばケアマネさんがタブレットを持

っていって見てもらうとか、あまりいいアイデアじゃないかもしれませんけれ

ども、どうやって動画を見てもらうかということはみんなで検討しなくちゃい

けないと思うのですけれども、少なくとも二つの実務部会については、やっぱり

このコロナ禍で方向的に考え方を変更したほうがいいのではないかというふう

に思います。 

  同じように連携ツールも、やっぱりこの感染の中でどうやって情報交換をす

るのかということを検討する必要があるではないかと。私どもの病院も、在宅ケ

ア事業から病院に行けないのです、なかなか情報交換ができない。これは、やっ

ぱりもうタブレットとかそういうものを使わないとうまくいかないという、そ

ういう状況だと思います。ですから、そういうことを含めて、ぜひ検討していた

だきたい。 

  それから、さっき濵野先生から御提案のあった評価指標についてのワーキン

グは、ここをどこか改組するなりして、そこでやったらどうでしょうか。今まで

のものをそのまま続けるというよりは、評価指標の絞った形で専門の方を加え

て、田宮先生とかに入っていただいて、それでもうちょっと短期間で今年度検討

するような、そういうワーキングをつくったほうが、緊急性があるような気がい

たします。以上です。 

飯岡会長：ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。 

田宮副会長：今のワーキングのお話を出していただいて、私もそれもう少しお話し

させていただこうと思っていました。これを見ると、つくば市における対応可能

なケアの情報集約部会というのは、既存情報の評価等必要な情報の整理という

のが一応あるので、もしかしたらここから派生し、何かするのかなとは思ってみ

ています。別に新たにつくっていただいてもいいですし。 

ただ、これはＫＤＢというデータ、医療と介護のレセプトが一人一人に連結さ
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れて、それをつくば市民の分を私たちはお預かりしているという非常に貴重な

データでもありますので、ぜひ、この皆さんの御意見とかを伺って、そのデータ

があればこそ、こんな分析をしたらいいじゃないかとか、そういう逆にお知恵を

拝借したいなと思っています。 

  ここで結構整理もある程度していただいているので、そんな何度もなくても

いいと思うので、医療と介護のレセプトが一人一人追えたらこんなことが分か

るじゃないみたいなことを、皆さんから本当にお知恵を頂いて、できることとで

きないことがあるのですけれども、できるだけ指標にしていきたいと思うので、

ぜひ御検討いただきたいと思います。 

委員：もう一つ。今の医療と介護のレセプトデータに加えて、今多分、多職種連携

とか、あとＫＯＬ評価というかなり評価指標がバリデートされているものが結

構出ているので、もしよければ、量データと質は、もちろん評価尺度で評価しま

すけれども、そのバリデートされたものをタイアップさせていくという取組で、

今ここにある指標もそうですし、あと、評価できそうな質評価指標も一緒に検討

できる場があればいいかなというふうに思いました。 

飯岡会長：よろしいでしょうか。じゃあ、ないようですので、ありがとうございま

す。それでは、事務局のほうに進行よろしくお願いします。 

事務局：ありがとうございました。以上をもちまして、つくば市在宅医療・介護連

携推進協議会を閉会としたいと思います。本日は、長時間にわたり御協議いただ

き、ありがとうございました。 

 


